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実施要領 、

當礫雛賎､射象看 に“､■■■に雌のデｵ鵬遥
蝿作し，ビデオテープを祖蕊させる． ．
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●

通訳人出頭カード （ 年 月 日）

記載されるときは，次の点に御注意ください｡。
l この書類は，通訳人の出頭確認だけではなく，公判調書の作成等にも使用し
ますので，正確に記載の上,事務官に提出してください｡・
2本日，本件以外に他の事件の通訳をしたり，通訳をする予定がある場合には，
その旨を記載してください｡

3 同一の被告人に対して,本日が2回目以上の通訳である場合においてj年齢，
職業及び住居の各欄についての記載は，変更等があった場合にのみ記載してく
ださい。

（呂購 ）I

（

19. 8:2，m蝿択人出頭カー.ド〕

･ふりがな
､

｡●三二名言＝ニニヱ舍舎二三 ＝ 二 了÷三二二釦

氏名

＝＝ﾆﾆﾆﾐ言＝＝さ‐ 言ﾆﾆﾆｺ0...二j二二s＝..-.口－．－.“酷●････－”毎･･･－．.一･･両･･･◆｡･･･Dooop－oooo･＝“ﾜ働一.･･･．●･･･｡●ローo●.｡‐･蜀舜････~ｰ..ｰ｡●･◇･･･一一・・~.｡ー6

P

－■ﾛ■●■●･口早●■■■P 草b■■■凸●■①●｡●■

年 ・齢 歳）(満生日月年

口昭和
口平成
口西暦
□

職業

口通訳業（事業として通訳をする者）
口学生ロ主婦口会社員ロ外国語講師
□その他（ )

住居
４

の
定

日
．本
予

口本件のみ

口他の事件あり
口大阪高等ロ大阪地方（ロ堺支部口岸和田支部)
ロ大阪簡易口 簡易 裁判所において，
口公判立会い. 口勾留質問の通訳を，
口午前口午後 時 分から □した 。

口する予定

備考

0



判所

判餐
謝：金

裁
諸

確定払請求書
大阪地方裁判所 御中

P

ｉ

！

伊

I

裁判所令和 年（ ）第 号

通．訳に従事した年．月 日

令和 年 ■
巳
月 日 ～ 令和 年 月 日

1 請求者記入欄
I ■

｡ 〃

標記事件について， ： ，通訳料（p

p

令和 年 月 日

語） を請求します。
合
‐

住所
■ ■

『 。

卑 由

句

フリガナ
甲 ﾛ

氏

Q ■

名 ⑳

振込先金融機関名 銀行･金庫・組合 店

預金種別 普通 ．・ 当座 ・ 通知． 。 別段

口座番号(記号.番号）

フリガナ
■

口

宅

．

口座名義

2支給決定欄
C ■

U､

支給額

計 ． ′ 円

令和 年 月 日
D q

係官印
巳 今 ◆

■
■

内

訳

金 ・額

円

。 、円

・ 事 由

通訳料
● 9

j消費税

申 ●。

3現金払等領収欄

上記の支給額を領収しました。
■ b

P

●
■ ｡
■

令和 年 月 日 ．

氏名 ． ． ③

4備考 ．

旅費・日当は検察庁において支払い ● ■

I C
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通言そ人尋蹄 ﾖ書
彼 疑 肴

、

被 疑 事 件 1

尋問秀した．

年・月． 日

鶏判所

躯判官

年月 ・日1

銅溺

｡

銭判所霧記.宮 罪塁審KUBJ名②蕊靭麺露．
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英国（グレートプリテン及び北アイルラン
ド速合王国）

(注) ﾕら騨總職総蕊蕊撫燃誌鰯雛雛磯総認聴蕊謹鋳辮諏号各軍務耗蔓遥蕊照)万一な温これら匝狸の領事撮閲腱餓制玩塑負通秘し起掲食Iﾐ蟻

2二謡譲職:!ま鎚潔識蝋織灘離逓鱗枠だものと胸橡
siO鵠灘総譜侭羅謹職煎草局への通告醤行う必要郡ある場合のある園である(E28:lO62銀鱈蜘測-鰯』

、 4★印を付したものは,平述31年3月現在,我が国に領事磯関が殴壁されていなし､国であるが,今後殴腫される可能性があるの
状況については，外務省ホームページ上の駐日外国公館リスト (http://Wwwbmofa・gO･』画/国｡飽〃link/bpblist/index.ht画1)で

-第15142号，昭61．

るのでj最新の
）で碗閉するか，

刑事局第二謀まで照会されたし､b

晦告･畷会先]縛雛鰯離職鱗瀞鰯撫欝需ﾌｧ…，■■■’

／
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通報の婆詩潅関静眉臓会

あなたは， ． ． ． 国民として癖関係に難-ろウィーン
● ● U q

I ・

条約第36条第ﾕ."(b)の鎮定に錘づ誉．拘禁された嘉実を

・の領夢機関蝿蕊することを蝿することがで溌爽
｡ 、 ●

要譜ずろかどうかを回答害に記入してください。
． ●＆

● Q
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4

I

報通

貴国国民が，下記のとおり拘禁されたので, .通報します。

記

1 拘禁年月日 年 月 日

2被拘禁者氏名 ′

3罪名

年 月 日生
〆

拘禁の種類（該当する数字を○で囲んだもの）

’･勾引状2．勾留状3，鑑定留置状4．保釈の取消決定

5.勾留執行停止の取消決定6，.勾留執行停止期間の満了

7．実刑判決8．監置の裁判9．.

拘禁場所(該当する数字をoで囲んだもの）

4

5

一
一

●
。
。
。
●
●
●

１
３
‐
４
５

年 月 日

大阪地方裁判所第10刑事部(当直）
大阪簡易裁判所令状係 、

裁判所書記官

一
Ｌ
２

－

③

ー一一ー－ qやいー一画一一一一一■○一■－

上記のとおり領事機関に通報を行った。 ．

’ 通報日 月 日 2時間（ファクシミリの場合)午 時 分

3通報先 1． （ ）

2．在大阪中華人民共和国総領事館

4通報方法 1．ファクシミリ （中国） 2．普通郵便･ (その他の国）

事務取扱者 ③

心

上記のとおり通報を行った旨を，被疑者が拘禁されている施設の長に電話で通知した。

事務取扱者 ③

1

、
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｡

G 、

平成28年7月25H●①

笹理当直員各位

令状当直員各位

．

や

ロ

0

大膜齢裁判所細事鶴廷副管雲官.江見,正信
0

●
●

審査蕊に釜づく湊捕撰の点稜について陣務達路）
． ， ： ・ ・

摂記についで, ･月臓のとおり,通常逮捕状審塞票"側細)及び緊急逮捕辮塞．
票(別綴2)を作成しましたの趣今後は本審査票にまるいで点検をしてください6

本審交票では,,これまでの逮描状#鯨から発付までの各段階での点検項目を明示

し，さらに，今回,鯖求書添付の被瀞実の要旨について,点検すべき項目を追加

夕

I
！

していますので，注意してください。，
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■
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令和 年 月 日

担当者

号ﾛ燭□㈲

被疑者

通常逮捕状審査票
u

第1逮捕状請求書の点検等 ・

ロ請求書原本‘謄本（ロ用紙（甲）を使っているかロ記載内容は同一かロ認証文言はあるか）

ロ受付印★と宛先となる裁判所の一致（口原本ロ謄本）

ロ受付印と請求日の一致（口謄本認証日との一致）

ロ事件番号の記載(ﾛ原本ロ謄本）

ロ受付印のとなりの受付担当者の認印（ロ原本ロ謄本）

ロ請求者の官公職（検察官又は司法警察員) Q氏名･押印

ロ被疑者の氏名.生年月白★,僅屋と記録中の入定資料（*付篝を貼る）の内容が一致しているか
＊犯行時の年齢が14歳未満でないか．

p引致すべき官公署茎墜(×r及び｣)その他の場所の記載があるか
ロ更新の場合．同一の犯罪事実について前に逮捕状の発付があった旨の記載があるか

＊その逮捕状の添付はあるか

口 「逮捕を必要とする事由」とじて’罪証隠滅,逃亡のおそれの記載があるか

☆被疑事実の要旨等の点検 、

ロ被疑事実は請求書の罪名★に対応するものか
＊被疑事実が｢舗助‘教唆,未遂｣を内容とする場合は,罪名にも記載があるか
＊軽微事件(30万円〔刑法暴力行為等処罰に関する法律,経済関係罰則の整備に関する法律
の罪以外については， 2万円1以下の罰金.拘留又は科料に当たる罪)でないか
＊ストーカー行為の相手方の氏名・住所等が記載されてないか(ス･トーカー規制法6条， 8条1

項に注意）

ロ犯行日時,場所，被害者氏名が被害届等と同じか

．*‘犯行日が3年以上前でないか(公訴時効に注意) ‘未到来の日時になっていないか
／ ’

ロ共犯者用の被疑事実との取違えはないか

第2逮捕状の点検

ロ通常逮捕状の用紙か★

ロ盆鑑面氏名★が請求書と同一か
ロ鋤期間★(特に7日を超えているとき,発付が深夜0時や年をまたぐときに注意）
ロ発付年月日★（発付が深夜o時や年をまたぐときに注意）

ロ発付裁判所名★（請求先と同じ裁判所か） ・

ロ裁判官名★(発付裁判所に属している裁判官か※簡裁辞令の有無に注意）

ロ請求書原本の添付（ホチキス止め〉

☆裁判官の審査終了後

口裁判官の押印★

口契印★(全葉)

ロ訂正印★(口原本ロ謄本）

〆

（

してください☆☆審査票は，
テーロー■●



令和 年 月 日

担当者 －－
号第口働ロ(る）

被疑者一

緊急逮捕状審査票

第1逮捕状請求書の点検等

口請求書原本,謄本(ﾛ用紙(乙）を使っているかロ記載内容は同一か口認齪文言はあるか）
． p受付印★と宛先となる裁判所の-致(ﾛ原本ロ謄本）
ロ受付印と請求日の一致（ロ謄本認証日との一致）

口事件番号の記載,雲付時刻の記載（ロ原本口謄本)

ロ受付印のとなりの受付担当者の認印(口原本ロ謄本）
ロ鵲求者の官公職(検察官,検察事務官又は司法警察職員） ・氏名･押印

ロ被疑者の氏名,生年月日★,建屋と記録中の入定資料（*付蘂を貼る）の内容が-致しているか
＊犯行時の年齢が'4歳未満でないか

ロ逮捕の年月日時及び場所(緊急逮捕手続書の記戦と同一か）

ロ引致の年月日時及び場所(緊急逮捕手続書の記載と同一か）

＊引致煎堕場合は，ロ引致すべき場所 ．

‘ ロ逮捕者の官公職･氏名・押印（緊急逮捕手続書の記載と同一か,逮捕者複数の際は全員分あるか）

ロ急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができなかった理由及び被疑者の逮捕を必要とする事由

の記載があるか

＊ 「逃亡並びに罪証隠滅のおそれがある」だけでは足りない

☆被疑事実の要旨等の点検・

ロ被疑事実I端求書の罪名★に対応するものか
＊被疑事実が「常助，教唆，未遂」を内容とする場合は，罪名にも記載があるか

＊法定刑は長期3年以上か
． ；

、 口犯行日時,場所‘被害者氏名が被害届等と同じか

＊犯行日が3年以上前でないか(公訴時効に注意) ，未到来の日時になっていないか
ロ共犯者用の被疑事実との取違えはないか

第2逮捕状の点検

口蕊霊違撞薮の用錘か★(※引致前の場合は用紙力漣うことに注意）
ロ撫者唖餓★力鯖求書と同-か
ロ発熾報自＊(発付力蝶夜o時や年をまたぐと割こ注意）
口尭付讓判所名★(請求先と同じ裁判所か）

ロ蕊判菅養＊(発付裁判所に属している裁判官か※簡裁辞令の有無に注意）
口講求書原本の添付.(ホチキス止め）

☆･裁判官の審査終了後

口裁判官の押印★

ロ契印★（全葉）

ロ訂正印★（口原本ロ謄本）

一

Ｉ

‘
一

（

ー

☆審査票は， 保存してください☆



令和 年 月 日

担当者一 上

号口畑口偽）

被疑者

捜索差押（検証）許可状審査票
第1 鯖求書の点検等

ロ受付印★と宛先となる裁判所の一致

ロ受付印と請求日の一致

ロ事件番号の記載

ロ受付印のとなりの受付担当者の認印 ．

p請求者の官公職(検察官,検察事務官又は司法警察員） ・氏名・押印

ロ請求書のタイトル(捜索／差押／検証）と入定の上の文章（.｢○○許可状の発付を請求する」）が

一致しているか

ロ捜索差押嵯押）請求害の5項に「差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記

録媒体であって.その電磁的記録を複写すぺきものの範囲｣の記載があるか

＊記栽があればリモートアクセスによる許可状請求

ロ被疑者の氏名，生年月日★と記録中の入定資料（*付塞を貼る）の内容が一致しているか

☆‘ 『捜索(検証)すべき塙翫身体又は物｣， 『差し押さえるべき物｣の記戦の点検
ロ記録との照合＊付鐘を貼る

＊ 「捜索(検鋤すべき場所,身体又は物」につき，ロ家や事務所ロ人定資料口自動車

＊ 「差し押さえるべき物」のうち数字や記号によって特定された物につき，ロ電話番号，

ロ自動車ロ預金通帳等

ロリモートアクセスによる許可状請求の場合, 「差し押さえるべき物」に電子計算機（パソコン，

携帯電話機等）があるか‘ ；，

第2令状の点検

ロタイトルは請求書と一致しているか☆（※リモートアクセスの場合は用紙が違うので注意）

ロ被疑者の氏名★, ．生年月日★が請求書と同一か

ロ罪名★が請求書と同一か

ロ 「捜索(検証)すべき場所,身体又は物｣ , 「差し押さえるべき物｣の別紙に取違えはないか★

※ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽの場合,■■■■■■■■■■
ロ有効期間★(特に7日を超えているとき,発付が深夜o時や年をまたぐときに注意）

ロ発付年月日★（発付が深夜o時や年をまたぐときに注意）

ロ発付裁判所名☆（請求先と同じ裁判所か） ・

ロ裁判官名★（発付裁判所に属している裁判官か※簡裁辞令の有無に注意）

口請求者の宮公職・氏名（特に警視と警部の違い）

口夜間執行の記載（必要があるときのみ）

＊ 自動車や身体に対する捜索（検証）の場合は不要）

☆裁判官の審査終了後

口裁判官の押印★

ロ契印★（全葉）

口訂正印★

ロ夜間執行の記載横の裁判官の押印★

F 二

「
１

保存してください☆★審査票は，



私選申出（当番弁謹士申出） ・留守電関係

(休日に私選弁態人選任申出※1が，あったときの留守電に入れる電話内容例）

被疑者から私選弁護人選任申出がありましたので，当番の弁護士の方に次の

とおり通知します｡なお,私選申出通知轡は,別途ﾌｧｸｼﾐjでも送信※2
しまずb

ア私選申出の日 ○月○日

イ被疑者の氏名・生年月日・性別
0

へ

ウ外国人の場合の通訳言語

エ罪名§罰条

P

オ勾留日 ○月○日 、

力勾留場所、○○警察署･送致警察署同警察署

惚意事項）
ク

当番弁謹士から,私選弁謹人選任申出書を接見先の警察収容施設あてにファ

クシミリ送信してもらいたい旨依頼してくることや,場合により.弁薩士が来庁

して上配申出書の写しの交付を求めてくることが考えれますbこのような申し
出があったときば，勾留担当裁判官の指示を得るなどして対応してください。

※ユ勾留質問の際に,被疑者から:｢当番弁護士に来てほしい｣， 「私選弁護
人選任申出をしたWという申し出があったときは,すべて｢私選弁詮人

選任申出通知書」に記載するようにしてください。

夕

ｰ凸一一

※2留守電をいれたと．きは,次頁の私選弁護人選任申出通知書の中央にある
．弁護士会に対する留守電済み欄に所要のチェックを記載してくださ↓,。

0



－

－

｡

一

私選弁護人選任の申出がされた場合について

寺

※別紙'’2は■■■■■■■■■■■別紙2は
※大阪弁護士会以外の全国の弁醸士会の憧謡番号等の－覧表1－

※参考査料『毅判所に私選弁謹人選任の申出がされた場合の運用について』

、

一

●

6

由

、
０
Ｊ
〃
夕

０
＃

一

凸

申出通知書の書式
出通知書の送付先等

幸 缶

(通知.連絡は速やかに錨こと）
写 ●

大阪弁醸士会を指定しての
私選弁護人選任の申出
(従前の運用に変更なし）

p ◆

■ の
● .

・別紙1 大阪弁謹士会． ．
｡(留守職ぴ通知書の…億〉

＝

γ狩疋叩弄謹エ

イ弁麓士法人
●

｡e

ウ 大阪弁護士会以外の

指定しての私選弁鐘人
●

●

…別紙2の私雪護人選任の
申出稲鮒疑者本人が脚する．
必要がある点に窪）

別紙2

● .

C e ●

●｡ ■

■ 6

ア当該弁護士 ． ．

イ当該弁嬢士法人 、

：ヴ当該弁謹士会
｡

●

●ﾛ

(通知方法は.参考盗料の2項参照）
●

■



【 「大阪弁護士会」を指定した場合】

年 月 日’
－－－

大阪弁護士会御中

大阪（口地方口家庭口簡易）裁判所

裁判所書記官

要通訳の場合（言語）

被疑者氏名二一一

印

語／国籍等

昭和･平成一年一 月二 日生(男･女)

私選弁護人選任申出通知書

被疑者に対する下記の被疑事件について，被疑者から私選弁護人選任の申出があ

ったので通知します。 ‘

記 ．

1 罪名・罰条
イ

※勾留された事件の罪名・罰条を記入する。

2収容施設 □■■■■■
□□

ロ
ロ ﾛ■■■■■
3送致警察等

●

ロ大阪府警察本部 部 課

口大阪府 響察署

4勾留日 年 月 日 ロ弁護士会にガする留守篭済み
●

※連絡事項 ［ ］
岳

や/、．､/、へ/、‘い、〃、.V、｡､ヅ、へ〆､．、/、, ．V、.｡､ハ･､/、ヘハもJ，．.V、。．､ハ,､へ、､ノヘ’V，、ﾉ、、ﾉ、｡、｡へ、ゾ、、／､‘，／、、､/、･･･ﾉ､､ハ･'V､、へ・ ・ハ

（以下は，弁護士会が通知する際に記入する欄です。 ）．
6

I

ー一年一一月---日

殿

口地方裁判所 ． 支部御中

口家庭

口簡易

申出人

大阪弁護士会

通 知 書

貴殿からの上記の私選弁護人選任申出についてレ印を記した事項を通知します。

ロ当弁護士会は， 申出人に対し，申出人の弁護士になろうとする者として， －弁

護士を紹介しましたが，弁護士が申出人からの私選弁護人選任の申込みを拒みました。

口当弁護士会には， 申出人の弁護人になろうとする者がいませんでした。

□ ー弁護士が私選弁護人として選任を受けました（受ける予定です。 ） 。



【特定の弁護士，弁護士法人， 「大阪弁護士会」以外の弁護士会を指定した場合】

年 ,月 日

□（ ）弁護士殿

口弁護士法人（ ）御中

□（ 。 ）弁護士会御中 ・

大阪（口地方口簡易）裁判所

裁判所書記官 印

口私選弁護人選任の申出があったことの通知

下記のとおり， （口被疑者ロ被告人）から私選弁護人選任の申出があったの
で通知します。

1 罪名

、

ﾛ■■■■■■2収容施設

ロ
ロ

｛

□■■■■■■

3 勾留日

※連絡事項
一年一月一日

口男・口女

口要通訳（言語）

□その他（

語／国籍等

）

／・'シダV･ 'V・'V~~~／V､,シノヘノ〃シダV~~ノシー~.~~~クシー／V~ノシー.~~／V~

（以下は, ‘被疑者・被告人が「大阪弁護士会｣以外を指定して私選弁護人選任の申出

をした際に記入する欄です。 ）

口私選弁護人選任の申出

本件（口被疑事件口被告事件）について，裁判所に次のとおり指定して私選

弁護人選任の申出をしますも

口弁護士（ ）

・口弁護士法人（ ）

口弁護士会（ 弁護士会）

．□なお，上記の弁護士又は弁護士法人が会員名簿等で判明(特定)しなかっ

た場合には，口大阪弁護士会口 弁護士会への通知を希望します。

I

－．年 一月 日

氏名 (印）

(昭和・平成. ・年.－ 月一 日生）

'Vケシ‘｡、／V・~～‘ﾉVノシノシノン／V／V、、〃〃V~~，V〃….鍜V,~J、〃.'シノシグシー．'V／シ，シ､,シ～，シ、

（以下は，裁判所書記官が記入する欄です。 ） ・

本件申出につき，口通知済み（口電話ロファクシミリ ロ郵送）
●

口通知不能（ ）
ﾉｸ'V′Vグシー~‘｡Y~～/V～~グジグV~／V～グシー~~~～~･～〃シグシーーーーへ

●

*
I



！

’

平成2．3銅ユユ月18日

令状当直員各位

大阪地方裁判所刑事訟廷副管理官江見正信
． ： ．

‘国選弁謹人侯補指名通知依頼書への付記について（事務連絡）

へI
I ｌ

‐
‐
１
１
‐
・
Ｉ
１
‐
’
’
’
１
１
１
１
１
’
１
１
《
Ｂ
１
ｑ
ｑ
ｏ
ｌ
Ｄ
Ｕ
０
？
０
０
日
’
’
’
６
Ｉ
０
ｌ
Ｐ
ｉ
Ｉ
Ｕ
雲
：
。
」
１
．
０
畢
、
１
７
１
叩
ｌ
１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
ｌ
０
８
ｆ
１
１
１
１
Ｉ
■
■
１
１
１
１
■
Ｉ
■
Ｉ
り
０
Ｃ
ｌ
■
■
！
■
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
■
ｌ
Ⅱ
■
Ｊ
Ｉ
Ｕ
Ｄ
Ｉ
Ｄ
●
。
■
。
早
●
、
９
１
，
日
１
．
口

Ｄ

■
ｂ
９
ｑ
Ｑ
ｑ
。

私選弁護人選任申出遣知巻を作成する場合も上記と同様です。

各記載例についてiゴム印作成依頼中です。
き(備え置き済み)一

３
４

｝

一

I

』

！

’



●0
づ

●
の

0

0

f
＝

…毒撫寒…
G

1文字を加える鶏(ｧ鈴診事才に訂正） ． ，
Q

訂正益． ・・訂正前． 、 ． 、 4

ザ ◆

、 アイ巷ｴｵ, ‐ ゞｱ露エォ ’ j ●
● ｡

●

e

_ ■■

閑

◆ ■▲ ぬ .

の

0

1

一

I

● ■

｡ ●

文字墨削る鶏舎（ウエ覇に訂正).・
・ ・ 筍莚諭‘ ．訂正後

q

皇

9

●

● ■ ●、

アイウェオ ー （割ウエオ 、
０
■
■
■
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
■
０
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｉ
Ｂ
Ｄ
Ｂ
■
Ｊ
■
Ⅱ
■
■
８
．
口
●
ロ
●
ｇ
■
●
Ｇ
■
９
０
．
６
１
０
４
■
Ⅱ
■
△
Ｕ
Ｄ
Ｏ
巳
■
０
■
８
１
■
■
■
。

0 0

●

文字を削った蝿える場合(ｶｷｩｪｫに師E)
． ‘節冨前． ． ． ， ．罰迩後

D

4

●

､ｱｲｩｪｫ 雲 ：鶴=ォ

‘ 3
● 9

6

0

〆ー、

0

〃0

●
●

引#旬べ晉雲を阜観又は二

るぺ台文字を削除Lた文弓
く雪堂宇との間に鐘国交＝

哩鼬扉した文字の圃整に
G

總上のいず珈愈の点銭
さないように篭迂寵皇葬ｰ

●
〃
■
Ｒ
ケ
凸
曰
Ｄ
Ｄ
Ｄ
■
■
ｏ
０
ｏ
■
目
■
●
■
■
■
■
■
●
●
◆
ひ
ｆ
ｑ
ｇ
。
■
■
。
●
■
●
台
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｊ
■
●

●

●
●

8

、

0

○ ．
ゆ■ 0 ●

加えるぺ壹文琴を'壌箒の文字唖と麹に扇殿した塗‘･加元る縄告文宗と砂聞に後ヨ● ●

加轄ろ宗雛まきないように鍬鵠壱付し,挿入記諭齢に露印する： ． ，9 凸
■ ＆

e’ ザ
■

雲を迫

少 ●

削るぺ皀女琴声學舗栗は=本舗で削除Lた増その削除した文字の前後に括弧を付L,急土
画一箇爾に露印する。 。 ． ． “
｡､ ● ■ ･ 凸



令禾ロ 年月 日 （ ）

‘ （

&

※勘務終了時刻；事務処理繁忙のた
・ 補充書配官が勘務■

る。UO を週嘗て馴鋳した頚台に満J時刻逓龍、
コは働務超時刻及び鋤慾魅了時刻彰

（

※1

処理:処理時刻を記載する。ただし,令状部鋤判官に処理を依頼した場合, ｢Ajと配載する。

裏面記載事項:令状処理に関する特配事項を寵戦する。用紙や文具類等の不足状況は管理当直へ伝える。
、 0

２
３
※
※

高戟

総務腺

、地．

総務

銭
課

.同

次席

訟
官
卿
鯉

同

副管理官

地裁刑事

令状部主任

地銭刑舩

庶務係

同

事件係

｡●

宿直裁判官による令状事務処理
■ ■

C

(ただし,午後10時～翌日午前9時）

種類 謂求署
今
凸

罪 名
ｇ
●

● ･

被疑者名 連絶
c p

逮捕
■ ●

舗求 処理

●p

。
●
■

●
● ■

●
、

C e

。 ● Ｃ
Ｄ

●
●

●
●

■ ■

。
●
●

０
０

●
●

Ｄ
Ｂ

｡

●

6

0 勺

●
。

●
●

Ｃ
ａ

● 申

由

c ■

a ①

ｇ
●

Ｆ
●
。

● I ●O G

●
◆
。

由

､ 口

● ● G I

今
、
、



0

Ｉ
ｌ
ｉ

0

6

｡

C

●

･平賎2 1年5月ユ日
ワ

9
●

職員

当直巻

0

、

鮒
蝿

“

●

大阪鎚戴鋼誓観廷轡理営

、 タクシーチケット利用蓋準及びダクシーチケット使用簿記入に螢たa
ての留意点侭ついて 、

鯖エククシーチケットの利用遷車

ｸｸｼｰﾃｸｸ側用基繋は,当庁のタクシーチケット簸鍛薬餌に汰のよう.に定めら
れてい倉筑

笈､舗軸あ辮時胴外に翼ける緊継要する検繁嚴との龍録及び事細係巷類の授受等
の轄錘を行う鍔合

2令状当直における緊急を要する桧曇庁との§鯛及び事件關係番蒙の祭受時の季蕃嶢．

,を行う場合 ’ ， 、
3緊急を裏する準抗砦零伸毒の処理が篭窪に及観裁判官及び獄具が帰宅鰯ために公共
の交通機関を判用できない場合bた鑓し,可龍な限り；最鋤の綴までは公共交通磯閲

・ を利用する． ・ ： . .

4執務畷岡内においで,官用掌を利用することができ銭かつ,緊急を要する検察庁と
の肥録及び事伴関係書類の授受簿の惑誘…を行う溺合

5出褒又は業識令による外財の場合で‘官兜鰯を利用することができず,かつ,用務
の目的又は用務の内窮等によりタクシーを利用すること那鵠的である場合

第2留篭点(使用簿の『用務｣棚及び雌割禰べの記戯について） ．、
使用鐸鰄『用務』欄へは,鯨の利用塞準のﾕ.2， 4の記餓及び亭伶関係苔類の授
受等の鵜合に隙撚秩定謄本送付』,聡見繩決定齢送付｣,. ･｢記録返還j等と龍，
入し‘:．剃用基準3の場合には聯劉と銀入して頂いていますが,この聯宅J寧例に
あつでは6要件である畷急を裏す魯準銑告零件等の拠理jを餌満る必裏瀧鋤論

・ めで,傭考禰に『準抗告事件処窪J等，教護内容塗付毘してくださし､．
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